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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年５月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和４年７月１８日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 北海道様似
さ ま に

町旭
あさひ

漁港北西方沖 

旭港南防波堤灯台から真方位３１９°７８０ｍ付近 

 （概位 北緯４２°０４.１′ 東経１４３°０３.３′） 

事故の概要  漁船第５２幸洋
こうよう

丸は、操業の後片付けをしながら漂泊中、船長が、

落水し、左足を船体と消波ブロックの間に挟んで負傷した。 

事故調査の経過  令和４年７月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第５２幸洋丸、０.６トン 

 ＨＫ３－１１３６６９（漁船登録番号）、個人所有 

 ７.００ｍ（Lr）×１.６２ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、６０kＷ（動力漁船登録票による）、平成

１８年２月１５日 

 乗組員等に関する情報 船長 ７２歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年５月２３日 

  免許証交付日 平成３０年２月１６日 

         （令和５年８月１１日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 南西、波高 約０.５～１.０ｍ、潮汐 下げ潮の中央

期、海面水温 約１９℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、採りこんぶ漁（先端が四爪になっ

た、長さ約２ｍ、竿径約１５mm の鋼製のかぎ
．．

竿を使用して海底のこ
．

んぶ
．．

を採捕する漁）を行う目的で、令和４年７月１８日０４時４５分

ごろ、旭漁港北西方の海岸沿いの漁場に向け同漁港を出港した。 

 船長は、水深約１.５ｍの漁場に到着し、南西方に向首して左舷船

尾部で左舷方を向いて立ち、‘船首から波を受けるように船外機を使

用して船体の姿勢を調整する操船’（以下「船体姿勢調整」という。）
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を行いながら操業を行った。 

 船長は、付近で操業していた僚船が全て帰航したので、自分も早く

帰航しようと思い、船外機を中立運転として急いで操業の後片付けを

行っていたところ、風波により船首が左方に振れていることに気付

き、船体姿勢調整を行おうとしたが間に合わず、本船が右舷側から大

きな横波を受けて陸岸の消波ブロックに押し寄せられた。 

船長は、本船が左舷側に傾斜した際、０９時３０分ごろ、落水して

水深が膝上程度の海面下の消波ブロックの上に着地したところ、左足

の脛
すね

を本船の左舷船尾部船底と消波ブロックの間に挟んで負傷した。 

 船長は、消波ブロックの上を這
は

って道路に上がったものの、そこか

ら動けず、通行人が気付くことを期待して救助を待った。 

 船長の家族は、０９時３０分ごろ操業終了の合図として漁港のポー

ルに掲揚されていた旗が下ろされたので、漁港で船長の帰りを待って

いたが、船長が戻らないので、ふだん操業している漁場付近を海岸に

沿って探したところ、本事故発生場所付近の道路脇に座っている船長

を発見し、自宅にいた家族に１１９番通報を依頼し、船長の介護を行

いながら救急車の到着を待った。 

 船長は、救急車で病院に搬送され、左脛
けい

骨
こつ

骨
こっ

幹部
か ん ぶ

骨折と診断され、

約１か月半の入院加療を要した。 

 （付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 本船は、和船型であり、船体中央部における甲板から舷縁までの高

さが約５０cmで、舷縁の幅が約１０cmであった。 

船長は、本事故時、シャツ、ジャージズボン、ゴム製の長靴、シャ

ツの上に救命胴衣を着用しており、体調不良などはなく、携帯電話を

所持していなかった。 

船長は、急いで操業の後片付けを行っていて、船体姿勢調整を行う

ことがおろそかになり、本船が、船首が左方に振れて横波を受ける態

勢になっていることに気付くのが遅れたかもしれないと本事故後に 

思った。 

海図Ｗ１０３０（津軽海峡東口至襟裳岬）によれば、本事故発生場

所付近は、水深が２０ｍから５ｍ、更に１.５ｍと急激に浅くなって

おり、船長は同海域で急に波が高くなることがあることを知ってい

た。 

文献「波浪学のＡＢＣ」（磯﨑一郎著、株式会社成山堂書店、平成

１８年８月発行）によれば、次のとおりである。 

沖合では砕波していない波でも、海岸の浅海域に進んでくる場合に

は、水深と海底勾配に関係して生ずる浅水変形、屈折、反射などの効

果によって波高が増大し、波長も短くなり、結局波形勾配が急峻に 

なって砕波します。これが、いわゆる磯波です。 

分析  



- 3 - 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 本船は、風力２の西北西風及び南西からの磯波を受ける状況下、旭

漁港北西方の水深約１.５ｍの漁場において漂泊中、船長が、船体姿

勢調整に対する意識が薄れ、操業の後片付けに気を取られて漂泊を続

けたことから、風波により船首が左方に振れたことに気付くのが遅

れ、本船が、右舷側から波高約１ｍの磯波を受けて陸岸の消波ブロッ

クに圧流され、左舷側に傾斜した際、落水して消波ブロックの上に着

地した左足の脛を本船の左舷船尾部船底と消波ブロックの間に挟んで

負傷したものと推定される。 

原因 本事故は、本船が、風力２の西北西風及び南西からの磯波を受ける

状況下、旭漁港北西方の水深約１.５ｍの漁場において漂泊中、船長

が、船体姿勢調整に対する意識が薄れ、操業の後片付けに気を取られ

て漂泊を続けたため、風波により船首が左方に振れたことに気付くの

が遅れ、本船が、右舷側から波高約１ｍの磯波を受けて陸岸の消波ブ

ロックに圧流され、左舷側に傾斜した際、落水して消波ブロックの上

に着地した左足の脛
すね

を本船の左舷船尾部船底と消波ブロックの間に挟

んだことにより発生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・小型漁船の船長は、漂泊して作業を行う場合、水深が急に浅くな

る海域では波浪が急に高くなることがあるので、常に波の状況に

注意し、作業に没頭せず、横波を受けないように適切な操船を行

い、可能な限り沖合の安全な海域に移動して作業を行うことが望

ましい。 

 ・和船型の小型船舶の乗船者は、甲板から舷縁までの高さが低いの

で、船体動揺時の落水に十分注意し、作業の支障とならない範囲

で舷縁上部に手すり等を設置することが望ましい。 

 ・小型漁船の船長は、防水パックに入れるなどの防水措置を施した

携帯電話を常に携行し、緊急時の連絡手段を確保すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一般財団法人日本水路協会発行の航海用電子参考図（new pec）使用） 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和４年７月１８日 

 ０９時３０分ごろ発生） 
北海道 

様似町 

  

北海道 

旭漁港 

旭港南防波堤灯台 ０.２海里 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲板から舷縁までの
高さ約５０cm 

船 
尾 

方 


